
企業年金制度等の整備を図るための
確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、企業型の
確定拠出年金における加入者の掛金拠出を認める等関係法律について所要の改正を行う。

マッチング拠出の容認

企業型の確定拠出年金における事業主の掛金拠出に
加えて、加入者の掛金拠出を認める。
（拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲で認める。）

②マッチング拠出
（従業員拠出←①≧②）
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４．６万円

２．国民年金法の一部改正

国民年金の任意加入者（加入期間を増やすために
60～65歳の間に任意加入した者等※）について、
国民年金基金への加入を認める。

60歳 65歳

任意加入可（付加年金含む）

加入不可

加入可

国民年金

国民年金基金

年金基金等の委託を受け、加入員等の年金情報の収集等を行うことを連合会（※）の業務として明記する等の
改正を行う。 （厚生年金保険法等の一部改正）

※企業年金連合会、国民年金基金連合会

１．確定拠出年金法の一部改正

国民年金基金の加入年齢の引上げ

現
行
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※ 拠出限度額については、５．１万円への引上げを予定。（政令改正事項）

国民年金基金

施行期日 平成２２年１月１日

※ただし２については公布の日から２年を超えない範囲で政令で定める日、３については平成２３年４月１日。

３．その他

※ 65歳未満の海外居住者等を含む。


